
附録第四号様式　見出票（第六条関係） （昭和四二法省令一四・昭和五一法省令三一改正）

附録第五号様式　受附帳（　　　　　　　　　　　　　）（第二十一条関係）

（昭和三六法省令五七・昭和五一法省令三一・平成二法省令五・令和元法省令四・令和元法省令二〇改正）

日本産業規格Ｂ列四番の丈夫な用紙、

横書きとすることができる。
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